
（平成２５年７月３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 11 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 3 件



 

関東神奈川国民年金 事案 7071 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成７年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年３月 

             ② 平成９年３月から 13年９月まで 

    私は、20 歳当時大学生だったので、私の母親が、加入手続の場所は不明

だが、私の国民年金の加入手続を行ってくれ、私が就職する前の平成７年

３月まで、私の国民年金保険料を両親の分と一緒に私の父親の口座から、

引き落としにより納付してくれていた。 

    また、私は、平成 16 年頃だったと思うが、私の妻が、私の国民年金保険

料の未納分を調べてくれたので、当時勤めていた会社近辺の郵便局で、遡

れる期間の保険料を分割して毎月１回納付していた。 

    私の 20 歳からの国民年金保険料を一緒に納付してくれていた両親の申立

期間①の保険料は、納付済みとなっており、また、申立期間②の保険料は、

自身で遡って納付していたにもかかわらず、申立期間①及び②が未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①の国民年金保険料については、ⅰ）申立人のＡ市で交付され

た年金手帳には、国民年金の被保険者資格喪失日は、平成７年４月３日と

記載されており、戸籍の附票によると、Ｂ市に転入通知がなされたのは同

年同月 17 日であること、ⅱ）申立人の保険料と一緒に自分達の保険料を

納付していたとする申立人の両親の同年３月分の保険料の納付日は、同年

同月 31 日となっていることから、Ａ市で収納が行われていたと考えても

不自然ではない。 

    また、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその両親は、保険

  



 

料を完納しており、納付意識が高いと考えられることから、わずか１か月

と短期間である申立期間①の申立人の保険料を納付しなかったとは考え難

い。 

２ 一方、申立人は、平成 16 年頃に当時勤務していた会社近辺の郵便局で申

立期間②の国民年金保険料を分割して納付していたと述べているが、申立

人は、当該期間について、遡って納付することができる期間及び納付金額
お ぼ

等を 憶 えていないことから、納付状況が不明である。 

  また、申立人の主張する時期に申立期間②の国民年金保険料を納付して

いたとすると、その時点において、当該期間は時効により保険料を納付す

ることができない。 

  さらに、申立期間②は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であ

り、同番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られている

状況下であることから、記録管理が適切に行われていなかったとは考えに

くい。 

  加えて、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成７年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

  

  

  

  

 

  

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7072 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年 12 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 12月 
お ぼ

   私は、平成元年 12 月に会社を退職後、時期は 憶 えていないが、市役所

の窓口で国民年金の加入手続を行った。その際に、国民年金保険料として

１万 6,000 円を請求されたが、8,000 円のみを当該窓口で納付し、領収書
お ぼ

を受け取った 憶 えがある。その後、自宅に 8,000 円の保険料の納付書が

届いたが、夫の会社に問い合わせたところ、私は、２年１月１日から第３

号被保険者の資格を取得しているとのことであったので、その納付書は、

既に保険料を納付しているはずである国民年金第１号被保険者であった元

年 12月の納付書だと思い、そのままにしていた。 

   海外に居住していた期間に領収書等を紛失してしまったが、国民年金保

険料 8,000 円を納付したことは確かなので、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 
お ぼ

   申立人は、平成元年 12 月に会社を退職後、時期は 憶 えていないが市役所

で国民年金の加入手続を行い、請求された１万 6,000 円のうち、当該窓口で

国民年金保険料 8,000 円を納付したと主張しているところ、申立人が納付し

たとする保険料額は、申立期間の保険料額と一致しており、申立人が当時居

住していた市の収納方法とも一致することに加え、当時居住していた市の国

民年金被保険者名簿では、申立人の加入手続時期は２年２月となっており、

オンライン記録でも申立人の国民年金被保険者資格取得届の処理日は、同年

３月 26 日となっていることから、申立人は当該期間の保険料を現年度納付

することが可能であり、申立人の主張と一致する。 

   また、申立人が国民年金保険料を納付することが可能な期間は申立期間の

  



 

１か月のみであり、加入手続を行っていながら、１か月と短期間である当該

期間について納付しなかったとは考え難い上、申立内容に特段不合理な点は

認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7073 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年４月から４年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月から４年３月まで 

    私が大学を卒業した平成２年４月に、母親と一緒に私の国民年金の加入

手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、母親に月額 1 万円

ぐらいの保険料を渡し、母親が金融機関で数か月分を定期的に納付してい

た。 

    申立期間の国民年金保険料が、未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記

号番号の前後の番号が付与された国民年金第３号被保険者の該当届の処理日

より、平成２年７月ないし同年９月と推認できることから、申立人の記憶す

る加入手続の時期とほぼ一致しており、申立人の主張する納付方法により国

民年金保険料を納付することは可能である。 

   また、申立人は、申立期間当時の国民年金保険料月額は、１万円ぐらいで

あったと述べているところ、申立期間のうち、平成２年度については 8,400

円、３年度については 9,000 円であり申立人の主張する金額とおおむね一致

している。 

   さらに、申立人は、国民年金第３号被保険者の手続及び住所変更の手続等

を適切に行っていることが年金手帳により確認できる上、申立期間後の国民

年金加入期間について未納は無く、当該期間は 24 か月と比較的短期間であ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8465 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日（平成 20 年９月 16 日）及び取得日（同年 10 月１

日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年９月 16 日から同年 10 月１日まで 

  私は、Ａ社に昭和 59 年４月 16 日から平成 21 年 12 月 29 日まで継続

して勤務しており、途中で退職したことは無い。 

  調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、オンライン記録では、Ａ社において、平成 20 年９月 16 日に

資格を喪失した後、同年 10 月１日に再度資格を取得しており、申立期間

の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

   しかし、Ａ社は、「申立人の申立期間における在籍が確認できる。」と

回答している上、同社が保管する平成 20 年分給与所得退職所得に対する

所得税源泉徴収簿により、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し、申立期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

   また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、上記所得税源

泉徴収簿で確認できる厚生年金保険料控除額から、９万 8,000 円とするこ

  



                      

とが必要である。 

  なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は納付したと回答しているが、事業主が保管す

る健康保険厚生年金保険資格喪失確認通知書、健康保険厚生年金保険資格

取得確認および標準報酬決定通知書から、事業主が社会保険事務所（当

時）の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っていることが確認で

き、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る平成 20 年９月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8466 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額を、平成 15 年９月から 16 年６月までは 30 万円、同

年７月は 20 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年９月１日から 16 年８月 31 日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額の記録が給与額と比較して大幅に低いことが、日本年金機構の「質

問書」で判明した。調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正し

てほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、平成 15 年９月から 16 年６月までは 30 万円、同

年７月は 20 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日（同年８月 31 日）より後の同年９月１日付けで、遡って

９万 8,000 円に引き下げられていることが確認できる。 

   また、Ａ社の代表取締役は、当該標準報酬月額の遡及訂正について、

「社会保険料の滞納があり、遡及訂正の事務処理は経理担当の妻が行っ

た。」と供述しているところ、当該妻は、「社会保険事務所の職員の指示

に基づき、滞納処分の書類を作成した。」と供述している。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理を

行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、

有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、当初、事業主が社会保険事務所に届け出た平成 15 年９月から

16 年６月までは 30 万円、同年７月は 20 万円に訂正することが必要であ

ると認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の平成 18 年６月 21 日の標準賞

与額に係る記録を 50 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年６月 

  Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の

標準賞与額の記録が無いことが分かった。調査の上、申立期間の標準賞

与額の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 18 年６月の賞与一覧表から、申立人は、申立

期間に 50 万円の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立てに係る賞与の支給日については、Ｃ健康保険組合における

申立人に係る標準賞与額の記録が平成 18 年６月 21 日付けとなっているこ

とが確認できることから、同日とすることが妥当である。 

   また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は履行したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、上記賞与一覧表等において確認できる保険料控除額に見合う賞

与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 61 年１月７日から同年３月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ

社）における厚生年金保険被保険者資格の取得日を同年１月７日に、喪失

日を同年３月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 17 万円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年１月７日から同年５月頃まで 

    申立期間は、Ａ社に勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被

保険者記録が無い。 

    申立期間のうち、昭和 61 年２月分（対象月：同年１月）及び同年３

月分（対象月：同年２月）の給料明細書を所持しているので、調査の上

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

、

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 61 年１月７日から同年３月１日までの期間につ

いて、申立人が所持している給料明細書により、申立人がＡ社に継続して

勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、上記給料明細書において確

認できる厚生年金保険料控除額から、17 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者原票において整理番号の欠番が見当たらな

いことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは

  



                      

考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が

提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があ

ったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を

記録していないことは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主か

ら当該社会保険事務所への資格の得喪に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 61 年１月及び同年２月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  一方、申立期間のうち、昭和 61 年３月１日から同年５月頃までの期間

については、事業主は、当時の資料を廃棄したため、申立人の在籍期間に

ついて不明と回答している上、Ａ社の元社員 19 人に文書照会を行ったも

のの、回答のあったいずれの者からも、申立人の当該期間における勤務実

態についての供述を得ることができなかった。 

  また、申立人は、当該期間の保険料控除について確認できる給与明細書

等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の当該期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 61 年３月１

日から同年５月頃までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の平成 18 年６月 21 日の標準賞

与額に係る記録を 25 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 58 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年６月 

   Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の

標準賞与額の記録が無いことが分かった。調査の上、申立期間の標準賞

与額の記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 18 年６月の賞与一覧表から、申立人は、申立

期間に 25 万円の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立てに係る賞与の支給日については、Ｃ健康保険組合における

申立人に係る標準賞与額の記録が平成 18 年６月 21 日付けとなっているこ

とが確認できることから、同日とすることが妥当である。 

   また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は履行したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、上記賞与一覧表等において確認できる保険料控除額に見合う賞

与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の平成 15 年 12 月 10 日の標準

賞与額に係る記録を 29 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月 

   Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の

標準賞与額の記録が無いことが分かった。調査の上、申立期間の標準賞

与額の記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 15 年 12 月の賞与一覧表から、申立人は、申立

期間に 29 万円の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立てに係る賞与の支給日については、Ｃ健康保険組合における

申立人に係る標準賞与額の記録が平成 15 年 12 月 10 日付けとなっている

ことが確認できることから、同日とすることが妥当である。 

   また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は履行したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、上記賞与一覧表等において確認できる保険料控除額に見合う賞

与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る

記録を、平成 15 年 12 月 10 日及び 18 年６月 21 日は、いずれも 150 万円

に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 

             ② 平成 18 年６月 

    Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の

標準賞与額の記録が無いことが分かった。 

    平成 15 年 12 月及び 18 年６月の賞与支給明細書を提出するので、申

立期間の標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する賞与支給明細書及びＡ社から提出された賞与一覧表か

ら、申立人は、平成 15 年 12 月に 319 万円、18 年６月に 208 万 5,000 円

の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立てに係る賞与の支給日については、Ｃ健康保険組合における

申立人に係る標準賞与額の記録が平成 15 年 12 月 10 日及び 18 年６月 21

日付けとなっていることが確認できることから、同日とすることが妥当で

ある。 

   また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は履行したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

  



                      

   さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、上記賞与一覧表等において確認できる保険料控除額に見合う賞

与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8472 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、申立人の平成 18 年６月 21 日の標準賞

与額に係る記録を 41 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住 所 ：  

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年６月 

    Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の

標準賞与額の記録が無いことが分かった。 

    平成 18 年６月の賞与支給明細書を提出するので、申立期間の標準賞

与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する賞与支給明細書から、申立人は、申立期間に 41 万円

の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立てに係る賞与の支給日については、Ｃ健康保険組合における

申立人に係る標準賞与額の記録が平成 18 年６月 21 日付けとなっているこ

とが確認できることから、同日とすることが妥当である。 

   また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は履行したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   さらに、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が、上記賞与支給明細書等において確認できる保険料控除額に見合

う賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから

行ったとは認められない。 

、

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7074 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年３月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月から 53年３月まで 

    私は、昭和 52 年３月に夫と海外から帰国したので、区役所で国民健康保

険の加入手続を行った。その時、窓口の女性から、「国民年金にも加入す

るように。」と勧められたので、その場で夫婦二人とも国民年金の加入手

続も行った。 

    その際、区役所の窓口で受け取った年金手帳には、「初めて被保険者と

なった日」は夫婦そろって「昭和 52 年３月 27 日」と記載されているが、

日本年金機構から送付された通知では、私の被保険者資格取得日は「昭和

53年３月 27日」となっている。 

    私は、昭和 52 年３月に国民年金に加入してからは、国民年金保険料を夫

婦一緒に、未納が無いように納付していたにもかかわらず、申立期間のう

ち、同年同月から 53 年２月まで国民年金に未加入とされ、同年３月の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年３月に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料の

納付を夫婦一緒に行っていたと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番

号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、

申立人の加入手続時期は 53 年７月と推認できることから、申立人の主張と

一致しない。 

   また、前述の推認される加入手続時期において、申立期間は、国民年金保

険料を過年度納付により納付することができる期間であるが、申立人は、保

険料を遡って納付していないと述べていることに加え、申立人と一緒に保険

料を納付していたとするその夫の当該期間の保険料も未納となっていること

  



 

が、オンライン記録により確認できる。 

   さらに、申立期間以降、海外へ転出するまで同一住所地に居住していたと

する申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていることを

うかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7075 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50年 12月から 58年９月までの付加保険料を含む国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年 12月から 58年９月まで 

  私は、昭和 50 年９月に会社を退職する際、会社の友人及び義姉から国民

年金に加えて付加年金にも加入すると得であると聞かされていたので、夫

の転勤先に転居した直後の同年 12 月に、区役所で国民年金の加入手続を行

い、同時に付加年金にも加入した。 

  申立期間の国民年金保険料については、加入当初は区役所で納付してい

たが、その後妊娠したため、私の貯金の件で毎月集金に来ていた銀行員に

納付書を渡し、当該期間の定額保険料及び付加保険料の納付の便宜を図っ

てもらっていた。当該期間の保険料月額は、6,000 円から 8,000 円ぐらい
お ぼ

であったことを 憶 えている。 

  申立期間の国民年金が未加入で、付加保険料を含む国民年金保険料が未

納とされていることに納得できない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫の転勤先に転居した直後の昭和 50 年 12 月に区役所で国

民年金及び付加年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料について

は、自身で、又は、毎月来ていた銀行員を通じて、定額保険料及び付加保険

料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続時期は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者

の被保険者資格取得日から、58 年 10 月頃と推認でき、加入手続時期が申立

人の主張する時期と一致しない。 

 また、申立人の所持する年金手帳によると、申立人が「初めて国民年金の

被保険者となった日」は、「昭和 58年 10 月 12日」と記載されており、申立

人が当該期間当時居住していた市の被保険者名簿及びオンライン記録におい

  

  



 

ても、同年同月前に国民年金被保険者資格を取得した記録は確認できないこ

とから、当該期間は国民年金の未加入期間であり、国民年金保険料及び付加

保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が主張する申立期間当時の国民年金保険料月額については、

実際の金額と 乖
か い

離している。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、口頭意見陳述におい

ても、申立人が当該期間の保険料を納付していた事実を裏付ける具体的な証

言を得ることができず、新たな資料等の提出も無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の付加保険料を含む国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7076 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年７月から８年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年７月から８年３月まで 

   私は、平成５年７月に、市役所の出張所で国民年金の加入手続及び免除

の申請手続を行い、同年同月から８年３月まで、全額免除の承認を受けた。

   申立期間の国民年金保険料については、平成７年 10 月頃から大学を卒業

する８年３月までの間に、市役所の出張所で申請免除期間の追納の申込み

を行い、当該期間の国民年金追納保険料納付書が自宅に送付されてきたの

で、当該納付書に記載されている金額を、数回に分けて金融機関の窓口で

追納した。 

   申立期間の国民年金保険料を追納したにもかかわらず、当該期間が免除

期間のままになっていることに納得できない。 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年 10 月頃から大学を卒業する８年３月までの間に、申立

期間当時居住していた市の市役所の出張所で、申立期間の追納の申込みを行

い、自宅に送付されてきた国民年金追納保険料納付書により、当該納付書に

記載されている金額を、数回に分けて金融機関の窓口で追納したと主張して

いるが、ⅰ）申立人がその主張のとおり、７年 10 月頃から８年３月までの

間において、追納の申込みを行ったとすれば、当該申込みの時点において、

免除期間のうち、当該時点の前月以降の月については、追納保険料納付書の

発行ができず、追納保険料として納付することができないこと、ⅱ）同市役

所では、現年度納付が可能な時期であれば追納ではなく現年度納付を案内し、

それ以外の期間については社会保険事務所（当時）に「国民年金保険料追納

申込み」の依頼等を行うよう案内していたとの回答を同市役所から得ている

ことから、国民年金保険料の納付（追納）方法が、申立人の主張と一致しな

  



 

い。 

   また、申立人は、自宅に送付されてきた国民年金追納保険料納付書により、

金融機関の窓口にて納付したとしているが、その納付書での納付先について

の記憶も明確ではない上、申立期間の追納の申込みを行った際の状況等の記

憶も明確ではないことから、申立人の申立期間当時の国民年金保険料の追納

状況が不明である。 

   さらに、申立人のオンライン記録等において、申立人が追納の申込みを行

った形跡や、申立人に当該納付書の発行された形跡及び平成７年 10 月から

８年３月までにおける期間のうち、免除未経過年月の取消しの形跡も見当た

らない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7077 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成３年３月まで 

   私は、20 歳になった昭和 61 年＊月のとき大学生だったが、私の母親が、

私の国民年金の加入手続を行い、学生時代の国民年金保険料を納付してく

れていた。大学を卒業後、別の大学に入学して自宅から同大学の近くに転

居した。その後、在学中に自身で収入を得ることができるようになったの

で、母親に代わって私が保険料を納付するようになった。 

   私は、20 歳のときから母親が私の国民年金保険料を納付してくれていた

にもかかわらず、申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の国民年金の加入手続に直接関与していない上、

申立人の加入手続及び当該期間の保険料を納付していたとするその母親は、
お ぼ

加入手続を行った時期を 憶 えておらず、年金手帳を受け取った時期及びそ

の内容について記憶していないことから、当該期間当時の加入状況が不明で

ある。 

   また、申立人は、20 歳となった昭和 61 年＊月頃に、母親が申立人の国民

年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと

主張しているが、申立人の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前

後の番号が付与された国民年金被保険者の資格記録等から、平成３年５月に

行われたものと推認され、申立内容と一致しない。 

   さらに、申立人は、申立期間当時大学生であり、国民年金に加入するには、

制度上、任意加入することになるが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い

出された市の国民年金被保険者名簿によると、申立人の被保険者資格記録の

  



 

取得欄に「19910401（平成３年４月１日）」と、20 歳以上の学生が強制加入

となる制度変更が施行された日が記載されていることが確認でき、オンライ

ン記録においても、同年同月前に被保険者資格を取得した記録は確認できな

いことから、当該期間は未加入期間であり、国民年金保険料を納付すること

ができない期間である上、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていた形

跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7078 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年３月から 63 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

 住    所 ：          

   

   

        

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年３月から 63年８月まで 

  私は、昭和 62 年３月頃に、国民年金の加入手続を市役所で行った。私は、

その際発行された年金手帳を所持している。 

  申立期間の国民年金保険料については、私が送付されてきた納付書によ

り市役所で納付していた。保険料の月額については、１万円ぐらいであっ

たと思うが定かではない。 

  申立期間当時、私は、祖母の通院の付添いをした際、市役所で国民年金

保険料を納付したこともあったので、申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得がいかない。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 62 年３月頃に、国民年金の加入手続を行い、現在所持して

いる年金手帳が発行されたと述べているが、国民年金手帳記号番号払出簿に

より、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成５年４月 22 日に払い出され

ていることが確認できる上、申立人が所持している年金手帳は、昭和 61 年

５月に厚生年金保険の被保険者となったことにより発行されたものであるこ

とが、当該手帳の記載事項により確認できることから、申立人の国民年金の

加入手続時期についての主張と一致しない。 

 また、上記国民年金手帳記号番号が払い出されるまでは、申立期間は国民

年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができない期間であり、

前述の申立人の手帳記号番号の払出時点において、申立期間は時効により保

険料を納付することができない上、申立人が当該期間の保険料を納付するた

めには、別の手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申立人に対し

て別の手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる形跡は見当たら

  

  



 

ない。 

   さらに、申立人は、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7079 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年５月から 61 年３月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

 

、

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月から 61年３月まで 

 私は、昭和 54 年５月頃、２歳になった長女の顔を見に来た実家の母親か

ら国民年金の加入を勧められ、場所の具体的な記憶は無いが、国民年金の

加入手続を行った。 

  申立期間の国民年金保険料については、２歳の長女の手を引いて、社宅

から歩いて 20 分ぐらいの場所にある金融機関に行き、公共料金と一緒に、

納付書に現金を添えて納付していた記憶がある。 

  申立期間の国民年金保険料が未加入による未納とされていることに納得

できない。 

   

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年５月頃、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

については、金融機関において納付していたと主張しているが、申立人の国

民年金の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付

与された国民年金第３号被保険者該当届の処理日より、61 年７月と推認でき

ることから、国民年金の加入手続時期が申立人の主張する時期と一致しない

上、申立人が当時居住していた市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記

録においても、申立期間に国民年金被保険者資格を取得していた形跡は見当

たらないことから、申立期間は、国民年金の未加入期間であり、保険料を納

付することができない期間である。 

 また、申立人は、83 か月に及ぶ長期間の申立期間にもかかわらず、当該期

間当時の国民年金保険料額の記憶が無い上、申立人に国民年金の加入を勧め

たとする母親の証言を得ることもできないことから、当該期間当時の国民年

金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

  

  



 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



 

関東神奈川国民年金 事案 7080 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年６月から平成９年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年６月から平成９年６月まで 

 私の母親は、私が会社を退職した昭和 59 年６月頃に、市役所で私の国民

年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料については、送付

されてきた納付書により同市役所で母親が毎月納付していたはずである。 

 申立期間の国民年金保険料が未加入による未納とされていることに納得

できない。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、昭和 59 年６月頃に、市役所で申立人の国民年金の

加入手続を行い、当該期間の国民年金保険料を、送付されてきた納付書によ

り毎月納付していたと主張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、

当該期間の保険料を納付していたとするその母親は、既に他界しており、証

言を得ることができないことから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状

況が不明である。 

   また、申立人のオンライン記録によると、昭和 42 年８月に厚生年金保険に

加入した際に払い出された厚生年金保険被保険者番号が、平成９年７月 15

日に基礎年金番号として付番され、申立人は、当該基礎年金番号で同年同月

に厚生年金保険の被保険者資格を取得するまでの間に、国民年金の被保険者

資格を取得した記録は確認できないことから、申立期間は国民年金の未加入

期間であり、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立期間は 157 か月に及んでおり、これだけの長期間にわたる事

務処理を同一の行政機関が続けて誤ることは考え難い上、申立人が当該期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書

  



 

等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年６月 15 日から 62 年５月１日まで 

   私は、昭和 60 年 10 月１日から 62 年４月 30 日まで、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務していた。しかし、厚生年金保険の記録では、申立期間が

被保険者期間となっていない。調査の上、申立期間を被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している給与台帳によると、申立人は、申立期間において

Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

  しかしながら、上記の給与台帳によると、申立人の申立期間に係る厚生

年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

  また、Ｂ社は、「申立人の給与から申立期間に係る厚生年金保険料は控

除していない。また、申立人の資格喪失日が昭和 61 年６月 15 日となって

いる理由は、資料が無いため確認することができない。」と回答している。 

  このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8474 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

 住 所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月 30 日から同年５月１日まで 

 私は、Ａ社に昭和 48 年４月 30 日まで勤務していた。しかし、厚生年

金保険の記録では、申立期間が被保険者期間となっていない。調査の上、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年４月 30 日までＡ社に勤務していたと主張している。 

   しかし、Ａ社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失通知書

の写しにより、事業主は、昭和 48 年４月 30 日を申立人の資格喪失日とし

て社会保険事務所（当時）に届け出ていることが確認でき、オンライン記

録と一致している。 

   また、複数の同僚に申立人の退職した日を照会したが、いずれも申立人

の退職日について具体的に記憶していないことから、申立人の申立期間に

係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、申立人の申立期間に係る雇用保険の記録は確認できない上、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、

申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8475 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18 年４月５日 

  申立期間の標準賞与額の記録は、年金給付に反映されない記録となっ

ている。 

  調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、Ａ社は、平成 24 年 12

月 27 日に申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を年

金事務所に提出しているが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎とならない記録とされている。 

   一方、Ａ社から提出された賃金台帳によると、申立期間の厚生年金保険

料が控除されていないことが確認できる上、Ｂ厚生年金基金の申立人の厚

生年金基金加入員台帳においても、申立期間の標準賞与額に係る記録は無

い。 

   また、申立人に係るＣ市の平成 19 年度市民税・県民税課税（非課税）

証明書に記載された平成 18 年分の社会保険料控除額は、上記賃金台帳に

記載された 18 年に係る社会保険料控除の合計額と一致しており、申立期

間の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

   さらに、Ａ社は、「申立人の申立期間に支給した賞与について、当時は

賞与額に関する届出を行っていない。当該期間の賞与額については、平成

24 年 12 月頃に届出をした。また、当該期間の保険料を控除しておらず、

年金事務所に対して、当該期間の保険料は納付していない。」と回答して

いる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

、

、

  



                      

申立期間について、申立人が主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

  




